
広
島
県
立
県
民
の
森
管
理
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
日 

広
島
県
知
事 

横 
 

田 
 

美 
 

香 
 

広
島
県
規
則
第
十
九
号 

広
島
県
立
県
民
の
森
管
理
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
広
島
県
立
県
民
の
森
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

広
島
県
立
県
民
の
森
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
広
島
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

（
利
用
の
申
込
み
） 

第
三
条 

施
設
等
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「

利
用
申
込
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
第
一
号

に
よ
る
利
用
申
込
書
を
指
定
管
理
者
に
提
出
し
、
そ

の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ス

キ
ー
リ
フ
ト
及
び
ロ
ー
プ
塔
の
利
用
に
つ
い
て
は
、

口
頭
に
よ
り
利
用
申
込
み
を
行
い
利
用
券
を
購
入
す

る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ス
キ
ー
リ
フ
ト
及

び
ロ
ー
プ
塔
以
外
の
施
設
に
つ
い
て
は
、
利
用
料
金

を
納
付
し
た
こ
と
を
証
す
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的

方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録

で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に

供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
（
以
下
「
電
子
利
用
券

」
と
い
う
。
）
の
購
入
に
よ
り
代
え
る
こ
と
が
で
き

る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
申
込
書
を
指
定
管
理

者
に
提
出
し
、
そ
の
許
可
を
受
け
た
者
又
は
前
項
の

規
定
に
よ
り
電
子
利
用
券
を
購
入
し
た
者
は
、
追
加

の
施
設
等
の
利
用
を
希
望
す
る
場
合
に
お
い
て
、
口

頭
に
よ
り
申
込
み
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

（
略
） 

 

（
利
用
許
可
書
の
交
付
等
） 

第
四
条 

指
定
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
の
許
可
を
し

た
場
合
は
、
利
用
申
込
者
に
対
し
、
別
記
様
式
第
二

号
に
よ
る
利
用
許
可
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
も
の
の
交
付
に
よ
り
利
用
許
可
書
に
代
え

る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

前
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
よ
る
申
込
み 

利
用 

 
 

 

券 
 

二 

前
条
第
二
項
に
よ
る
申
込
み 

電
子
利
用
券 

 

三 

前
条
第
三
項
に
よ
る
申
込
み 

領
収
書 

２ 

利
用
許
可
書
、
利
用
券
、
電
子
利
用
券
又
は
領
収

書
は
、
施
設
等
を
利
用
す
る
際
、
必
ず
携
帯
し
、
係

員
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

（
利
用
の
申
込
み
） 

第
三
条 

コ
イ
ン
シ
ャ
ワ
ー
及
び
コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
を

除
く
施
設
等
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
利

用
申
込
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
第
一
号
に

よ
る
利
用
申
込
書
を
指
定
管
理
者
に
提
出
し
、
そ
の

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ス
キ

ー
リ
フ
ト
及
び
ロ
ー
プ
塔
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
口

頭
に
よ
り
利
用
申
込
み
を
行
い
利
用
券
を
購
入
す
る

も
の
と
す
る
。 

              

２ 

（
略
） 

 

（
利
用
許
可
書
の
交
付
等
） 

第
四
条 

指
定
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
の
許
可
を
し

た
と
き
は
、
利
用
申
込
者
に
対
し
、
別
記
様
式
第
二

号
に
よ
る
利
用
許
可
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
ス
キ
ー
リ
フ
ト
及
び
ロ
ー
プ
塔
に
つ
い
て

は
、
利
用
券
を
も
つ
て
利
用
許
可
書
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。 

    

２ 

利
用
許
可
書
又
は
利
用
券
は
、
コ
イ
ン
シ
ャ
ワ
ー

及
び
コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
を
除
く
施
設
等
を
利
用
す
る

際
、
必
ず
携
帯
し
、
係
員
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、 

こ
れ
を
提
示
（
普
通
利
用
券
に
あ
つ
て
は
提
出
）
し



  

（
利
用
料
金
の
返
還
） 

第
六
条 

（
略
） 

２ 
前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
の
返
還
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
利
用
料

金
返
還
申
請
書
に
第
四
条
第
一
項
の
利
用
許
可
書
、

利
用
券
、
電
子
利
用
券
を
出
力
し
た
書
面
又
は
領
収

書
を
添
え
て
指
定
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

別
表
（
第
七
条
関
係
） 

減
免
対
象
者 

減
免
対
象
施
設
等 

減
免
額 

一 

１ 

身
体
障 

 
 

害
者
手
帳

の
交
付
を

受
け
て
い

る
者 

２ 

戦
傷
病 

 
 

者
手
帳
の

交
付
を
受

け
て
い
る

者 

３ 

療
育
手 

 
 

帳
の
交
付

を
受
け
て

い
る
者 

４ 

精
神
障 

 
 

害
者
保
健

福
祉
手
帳

の
交
付
を

受
け
て
い

る
者 

    

 

（
略
） 

（
略
） 

二 

１ 

教
育
又 

 
 

は
訓
練
を

目
的
と
し

た
幼
保
連

携
型
認
定

こ
ど
も
園

園
児
又
は

幼
稚
園
園

児
、
小
学

校
児
童
、

中
学
校
生

徒
、
高
等

学
校
生
徒

若
し
く
は

こ
れ
ら
に

準
ず
る
者

の
一
〇
人

以
上
の
団

体 
 

２ 

１
の
団

体
の
引
率

者 

  
    

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
利
用
料
金
の
返
還
） 

第
六
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
の
返
還
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
利
用
料

金
返
還
申
請
書
に
第
四
条
第
一
項
の
利
用
許
可
書
又

は
利
用
券
を
添
え
て
指
定
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

  

別
表
（
第
七
条
関
係
） 

減
免
対
象
者 

減
免
対
象
施
設
等 

減
免
額 

一 

１ 

身
体
障 

 
 

害
者
手
帳

の
交
付
を

受
け
て
い

る
者 

２ 

戦
傷
病 

 
 

者
手
帳
の

交
付
を
受

け
て
い
る

者 

３ 

療
育
手 

 
 

帳
の
交
付

を
受
け
て

い
る
者 

４ 

精
神
障 

 
 

害
者
保
健

福
祉
手
帳

の
交
付
を

受
け
て
い

る
者 

公
園
セ
ン
タ
ー
の

宿
泊
施
設
等 

利
用
料
金
の

額
の
二
分
の

一
に
相
当
す

る
額 

（
略
） 

（
略
） 

二 

１ 

教
育
又 

 
 

は
訓
練
を

目
的
と
し

た
幼
保
連

携
型
認
定

こ
ど
も
園

園
児
又
は

幼
稚
園
園

児
、
小
学

校
児
童
、

中
学
校
生

徒
、
高
等

学
校
生
徒

若
し
く
は

こ
れ
ら
に

準
ず
る
者

の
一
〇
人

以
上
の
団

体 
 

２ 

１
の
団

体
の
引
率

者 

公
園
セ
ン
タ
ー
の

宿
泊
施
設
等 

利
用
料
金
の

額
の
二
分
の

一
に
相
当
す

る
額 

（
略
） 

（
略
） 

三 

公
園
セ
ン
タ
ー
会 

利
用
料
金
の 



                                                 

 
 

三 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

１ 

幼
保
連

携
型
認
定

こ
ど
も
園

又
は
幼
稚

園
、
小
学

校
、
中
学

校
若
し
く

は
こ
れ
ら

に
準
ず
る

学
校
の
校

長
（
幼
保

連
携
型
認

定
こ
ど
も

園
及
び
幼

稚
園
に
あ

っ
て
は
、

園
長
）
が

学
校
教
育

活
動
で
あ

る
こ
と
を

証
明
し
た

場
合
に
お

け
る
当
該

幼
保
連
携

型
認
定
こ

ど
も
園
の

園
児
又
は

当
該
幼
稚 

園
の
園
児
、 

 
 

当
該
小
学 

校
の
児
童
、 

 
 

当
該
中
学

校
の
生
徒

若
し
く
は

こ
れ
ら
に

準
ず
る
者

の
団
体
及

び
そ
の
引

率
者 
 

２ 

社
会
福

祉
事
業
を

推
進
す
る

団
体
が
当

該
団
体
の

設
立
の
目

的
の
た
め

に
利
用
す

る
場
合
の

当
該
団
体 

議
室 

額
の
五
分
の

一
に
相
当
す

る
額 

四 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 



改 正 後 改 正 前 
 
様式第４号（第８条関係） 

 
広島県立県民の森施設等利用料金減免申請書 

 
（略） 

（略） （略） 

利  用  施  設 単   位 
通 常 の 

利用料金 

減免対象 

の利用数 

利用料金 

計 

減免額 

小計 

 

 

 

     

      

      

      

      

      

キャンプ場      

テントプレース １基１回 円 基 円 円 

キャンプ用具（テント） １張１回 円 張 円 円 

キャンプ用具（その他） １点１回 円 点 円 円 

（略） （略） 

（添付書類） 

 教育又は訓練を目的として幼保連携型認定こども園園児又は幼稚園園児、小学校児

童、中学校生徒、高等学校生徒若しくはこれらに準ずる者が、10人以上の団体でキャ

ンプ場を利用する場合は、教育又は訓練の計画を記載した書面（別記様式第５号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
様式第４号（第８条関係） 

 
広島県立県民の森施設等利用料金減免申請書 

 
（略） 

（略） （略） 

利  用  施  設 単   位 
通 常 の 

利用料金 

減免対象 

の利用数 

利用料金 

計 

減免額 

小計 

公園センター      

宿泊      

和室・洋室 １人１泊（幼児） 円 名 円 円 

    〃 

 

〃  （小・中学校及びこ 

れらに準ずる者） 

 

円 

 

名 

 

円 

 

円 

    〃 〃  （その他15歳以上） 円 名 円 円 

一時使用      

会議室 

 

時間 

 

円 

 

時間 

 

円 

 

円 

 

テントプレース １基１回 円 基 円 円 

キャンプ用具（テント） １張１回 円 張 円 円 

キャンプ用具（その他） １点１回 円 点 円 円 

（略） （略） 

（添付書類） 

 １ 教育又は訓練を目的として幼保連携型認定こども園園児又は幼稚園園児、小学 

校児童、中学校生徒、高等学校生徒若しくはこれらに準ずる者が、10人以上の団 

体で公園センターの宿泊又はキャンプ場を利用する場合は、教育又は訓練の計画 

を記載した書面（別記様式第５号） 

２ 幼保連携型認定こども園園児又は幼稚園園児、小学校児童、中学校生徒若しく 

はこれらに準ずる者が学校教育活動で公園センター会議室を一時使用する場合は、 

幼保連携型認定こども園又は幼稚園、小学校、中学校若しくはこれらの学校に準 

ずる学校の校長（幼保連携型認定こども園及び幼稚園にあっては、園長）の証明 

書（別記様式第６号） 

３ 社会福祉事業を推進する団体が公園センター会議室を一時使用する場合は、当 

該団体の内容を記載した書面（別記様式第７号） 
 

 
 



 
様式第５号 （略） 

 

様式第５号 （略） 

 
様式第６号 

 

様式第７号 

 



（
自
然
公
園
施
設
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

自
然
公
園
施
設
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
広
島
県
規
則
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 
正 

後 

改 

正 

前 
 

 

（
利
用
の
申
込
み
） 

第
五
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
シ
ャ
ワ
ー
を
除
く

施
設
等
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
利
用
料
金
を
納
付
し

た
こ
と
を
証
す
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁

気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る 

こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、 

 

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。
）
（
以
下
「
電
子
利
用
券
」
と
い
う
。

）
の
購
入
に
よ
り
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
申
込
書
を
指
定
管
理

者
に
提
出
し
、
そ
の
許
可
を
受
け
た
者
又
は
前
項
の

規
定
に
よ
り
電
子
利
用
券
を
購
入
し
た
者
は
、
追
加

の
施
設
等
の
利
用
を
希
望
す
る
場
合
に
お
い
て
、
口

頭
に
よ
り
申
込
み
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
利
用
許
可
書
の
交
付
等
） 

第
六
条 

指
定
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
の
許
可
を
し

た
場
合
は
、
利
用
申
込
者
に
対
し
、
別
記
様
式
第
四

号
に
よ
る
利
用
許
可
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
も
の
の
交
付
に
よ
り
利
用
許
可
書
に
代
え

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

前
条
第
二
項
に
よ
る
申
込
み 

電
子
利
用
券 

二 

前
条
第
三
項
に
よ
る
申
込
み 

領
収
書 

２ 

利
用
許
可
書
、
電
子
利
用
券
又
は
領
収
書
は
、
シ

ャ
ワ
ー
を
除
く
施
設
等
を
利
用
す
る
際
、
必
ず
携
帯

し
、
係
員
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
利
用
料
金
の
返
還
） 

第
八
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
の
返
還
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
五
号
に
よ
る
利
用
料

金
返
還
申
請
書
に
第
六
条
第
一
項
の
利
用
許
可
書
、

電
子
利
用
券
を
出
力
し
た
書
面
又
は
領
収
書
を
添
え

て
指
定
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
利
用
の
申
込
み
） 

第
五
条 

（
略
） 

              

（
利
用
許
可
書
の
交
付
等
） 

第
六
条 

指
定
管
理
者
は
、
前
条
の
許
可
を
し
た
と
き

は
、
利
用
申
込
者
に
対
し
、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ

る
利
用
許
可
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

     

２ 

利
用
許
可
書
は
、
シ
ャ
ワ
ー
を
除
く
施
設
等
を
利

用
す
る
際
、
必
ず
携
帯
し
、
係
員
の
請
求
が
あ
る
と

き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
  

（
利
用
料
金
の
返
還
） 

第
八
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
の
返
還
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
五
号
に
よ
る
利
用
料

金
返
還
申
請
書
に
第
六
条
第
一
項
の
利
用
許
可
書
を 

添
え
て
指
定
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
広
島
県
立
も
み
の
き
森
林
公
園
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

広
島
県
立
も
み
の
き
森
林
公
園
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
広
島
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う



に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

（
利
用
の
申
込
み
） 

第
三
条 

施
設
等
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「

利
用
申
込
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
第
一
号

に
よ
る
利
用
申
込
書
を
指
定
管
理
者
に
提
出
し
、
そ

の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ア

ス
レ
チ
ッ
ク
コ
ー
ス
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に

よ
り
利
用
申
込
み
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ス
レ
チ
ッ
ク
コ

ー
ス
を
除
く
施
設
等
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
利
用
料

金
を
納
付
し
た
こ
と
を
証
す
る
電
磁
的
記
録
（
電
子

的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て

は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記

録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用

に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
（
以
下
「
電
子
利
用

券
」
と
い
う
。
）
の
購
入
に
よ
り
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
申
込
書
を
指
定
管
理

者
に
提
出
し
、
そ
の
許
可
を
受
け
た
者
又
は
前
項
の

規
定
に
よ
り
電
子
利
用
券
を
購
入
し
た
者
は
、
追
加

の
施
設
等
の
利
用
を
希
望
す
る
場
合
に
お
い
て
、
口

頭
に
よ
り
申
込
み
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
利
用
許
可
書
の
交
付
等
） 

第
四
条 

指
定
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
の
許
可
を
し

た
場
合
は
、
利
用
申
込
者
に
対
し
、
別
記
様
式
第
二

号
に
よ
る
利
用
許
可
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
も
の
の
交
付
に
よ
り
利
用
許
可
書
に
代
え

る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

前
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
同
条
第
三
項
に
よ 

る
申
込
み 

領
収
書 

二 

前
条
第
二
項
に
よ
る
申
込
み 

電
子
利
用
券 

２ 

利
用
許
可
書
、
領
収
書
又
は
電
子
利
用
券
は
、
施

設
等
を
利
用
す
る
際
、
必
ず
携
帯
し
、
係
員
の
請
求

が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

（
利
用
料
金
の
返
還
） 

第
六
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
の
返
還
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
利
用
料

金
返
還
申
請
書
に
第
四
条
第
一
項
の
利
用
許
可
書
、

領
収
書
又
は
電
子
利
用
券
を
出
力
し
た
書
面
を
添
え

て
指
定
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
利
用
料
金
の
減
免
申
請
） 

第
八
条 

条
例
第
十
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規

定
に
よ
り
利
用
料
金
の
減
額
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

及
び
別
表
に
掲
げ
る
者
で
ア
ス
レ
チ
ッ
ク
コ
ー
ス
の

利
用
料
金
の
減
額
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
減
免

の
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
指
定

（
利
用
の
申
込
み
） 

第
三
条 

施
設
等
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「

利
用
申
込
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
第
一
号

に
よ
る
利
用
申
込
書
を
指
定
管
理
者
に
提
出
し
、
そ

の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ア

ス
レ
チ
ッ
ク
コ
ー
ス
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
利
用
券

の
購
入
に
よ
り
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

               

（
利
用
許
可
書
の
交
付
等
） 

第
四
条 

指
定
管
理
者
は
、
前
条
の
許
可
を
し
た
と
き

は
、
利
用
申
込
者
に
対
し
、
別
記
様
式
第
二
号
に
よ 

る
利
用
許
可
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、 

ア
ス
レ
チ
ッ
ク
コ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
利
用
券
を
も 

つ
て
利
用
許
可
書
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

    ２ 

利
用
許
可
書
又
は
利
用
券
は
、
施
設
等
を
利
用
す 

る
際
、
必
ず
携
帯
し
、
係
員
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、 

こ
れ
を
提
示
（
ア
ス
レ
チ
ッ
ク
コ
ー
ス
の
利
用
券
に 

あ
つ
て
は
提
出
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
利
用
料
金
の
返
還
） 

第
六
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
の
返
還
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
利
用
料

金
返
還
申
請
書
に
第
四
条
第
一
項
の
利
用
許
可
書
又

は
利
用
券
を
添
え
て
指
定
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

（
利
用
料
金
の
減
免
申
請
） 

第
八
条 

条
例
第
十
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規

定
に
よ
り
利
用
料
金
の
減
額
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
指
定
管
理
者

に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 



管
理
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
（
略
） 

 

２ 

（
略
） 

 
 

（
広
島
県
立
中
央
森
林
公
園
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

広
島
県
立
中
央
森
林
公
園
管
理
規
則
（
平
成
五
年
広
島
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

 

（
利
用
の
申
込
み
） 

第
三
条 

駐
車
場
を
除
く
施
設
等
を
利
用
し
よ
う
と
す

る
者
（
以
下
「
利
用
申
込
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別

記
様
式
第
一
号
又
は
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
利
用

申
込
書
を
指
定
管
理
者
に
提
出
し
、
そ
の
許
可
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
日
本
庭
園
、
レ

ン
タ
サ
イ
ク
ル
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
広
場
及
び
テ
ニ
ス

コ
ー
ト
（
照
明
設
備
を
含
む
。
）
の
利
用
に
つ
い
て 

は
、
口
頭
に
よ
り
利
用
申
込
み
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
庭
園
、
レ
ン

タ
サ
イ
ク
ル
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
広
場
及
び
テ
ニ
ス
コ

ー
ト
（
照
明
設
備
を
含
む
。
）
を
除
く
施
設
等
の
利

用
に
つ
い
て
は
、
利
用
料
金
を
納
付
し
た
こ
と
を
証

す
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ

の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算 

機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。 

）
（
以
下
「
電
子
利
用
券
」
と
い
う
。
）
の
購
入
に 

よ
り
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
申
込
書
を
指
定
管
理

者
に
提
出
し
、
そ
の
許
可
を
受
け
た
者
又
は
前
項
の

規
定
に
よ
り
電
子
利
用
券
を
購
入
し
た
者
は
、
追
加

の
施
設
等
の
利
用
を
希
望
す
る
場
合
に
お
い
て
、
口

頭
に
よ
り
申
込
み
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
利
用
許
可
書
の
交
付
等
） 

第
五
条 

指
定
管
理
者
は
、
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を

し
た
場
合
は
、
利
用
申
込
者
に
対
し
、
別
記
様
式
第

三
号
又
は
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
利
用
許
可
書
を

交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
の
交
付
に

よ
り
利
用
許
可
書
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
同
条
第
三
項
に 

よ
る
申
込
み 

領
収
書 

二 

第
三
条
第
二
項
に
よ
る
申
込
み 

電
子
利
用
券 

２ 

利
用
許
可
書
、
領
収
書
又
は
電
子
利
用
券
は
、
施

設
等
を
利
用
す
る
際
、
必
ず
携
帯
し
、
係
員
の
請
求

が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

（
利
用
料
金
の
返
還
） 

第
七
条 

（
略
） 

（
利
用
の
申
込
み
） 

第
三
条 

駐
車
場
を
除
く
施
設
等
を
利
用
し
よ
う
と
す

る
者
（
以
下
「
利
用
申
込
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別

記
様
式
第
一
号
又
は
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
利
用

申
込
書
を
指
定
管
理
者
に
提
出
し
、
そ
の
許
可
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
日
本
庭
園
の
利

用
に
つ
い
て
は
、
利
用
券
の
購
入
に
よ
り
代
え
る
こ

と
が
で
き
る
。 

                 

（
利
用
許
可
書
の
交
付
等
） 

第
五
条 

指
定
管
理
者
は
、
第
三
条
の
許
可
を
し
た
と

き
は
、
利
用
申
込
者
に
対
し
、
別
記
様
式
第
三
号
又

は
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
利
用
許
可
書
を
交
付
す

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
日
本
庭
園
及
び
レ
ン
タ

サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
は
、
利
用
券
を
も
っ
て
利
用
許

可
書
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

   

２ 

利
用
許
可
書
又
は
利
用
券
は
、
施
設
等
を
利
用
す 

る
際
、
必
ず
携
帯
し
、
係
員
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、 

こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
利
用
料
金
の
返
還
） 

第
七
条 

（
略
） 



２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
の
返
還
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
五
号
又
は
別
記
様
式

第
六
号
に
よ
る
利
用
料
金
返
還
申
請
書
に
第
五
条
第

一
項
の
利
用
許
可
書
、
領
収
書
又
は
電
子
利
用
券
を

出
力
し
た
書
面
を
添
え
て
指
定
管
理
者
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
の
返
還
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
五
号
又
は
別
記
様
式

第
六
号
に
よ
る
利
用
料
金
返
還
申
請
書
に
第
五
条
第

一
項
の
利
用
許
可
書
又
は
利
用
券
を
添
え
て
指
定
管

理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


